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「三田学会雑誌」1 0 3巻 4 号 （2 0 1 1年 1 月）

矢野久著

『労働移民の社会史  

—— 戦後ドイツの経験—— 』

現代書館，2 0 1 0 年，3 1 6 頁

本書は，東西ドイツ分裂時代の西ドイツによる 

外国人労働者導入の政策決定過程とこれに関連す 

る諸問題を，社会史の立場から解明した優れた研 

究書である。と同時に，概説書的な性格も本書に 

はある。著者は，1 9 7 0年代末から8 0 年代半ばに 

かけてルール工業地帯の都市ボーフムにあるルー 

ル大学に留学し，ここでナチス時代の外国人労働 

者をテーマとする博士論文を執筆し，現在，慶應 

義塾大学経済学部教授として活躍している。本書 

は，1 9 9 0年代半ばと2 0 0 0年代半ばに著者がルー 

ル大学に再留学した際に収集した史料に基づいて 

この間に発表してきた諸論文を集成したものであ 

る。その章構成はつぎのとおりである。

序 章 社 会 史 研 究 の 立 場 か ら —— 文書館 

の一次史料と居住の社会史 

第 1 章労働移民とナショナリズム—— 戦 

後 （西） ドイツの外国人労働者をめぐって 

第 2 章外国人労働者の導入と西ドイツ労 

働市場の制度化 

第 3 章外国人労働者の組織的導入への道 

—— イタリア人労働力募集協定の成立過程 

第 4 章労働移民と健康政策—— 西ドイツ 

1950 • 60 年代 

第 5 章労働移民と居住 

終章現在の労働 移 民 問 題 へ 向 け て ——  
歴史研究者の眼から

著者の研究姿勢は，文書館で閲覧できる一次史

料の徹底的な解読に基づいてこそ，何が起きたか， 

何が問題だったかを解明できる， とするものであ 

る。また，その作業を通じてこそ歴史の全体像に 

迫ることができる，とするものである。西ドイツ 

への労働移民に関する研究書あるいは啓蒙書の中 

には，その研究方法に基づかずに，独占資本が外国 

人労働者の導入を要請したと断定し，その社会的 

背景としての西ドイツ国内での労働力供給の限界 

と，景気の調節弁としての外国人労働者の役割と 

を強調するものがある， と著者はみている。この 

ような解釈は日独のいずれにもみられ， したがっ 

て通説であるという。この通説を著者は一次史料 

の解読から問題視するのである。

著 者 は 「まえがき」において，「外 国 人 （労働 

者）問題は現在的「社会問題」であり」（p .5 )，「ど 

のようにその時々の現在的社会問題が生成したの 

か」（p .5) という問題を歴史学独自の視点と方法 

をもって解明することを，本書全体の課題として 

位置づけている。その際に著者が取る視点は3 つ 

ある。第 1 に政策決定に直接関与した官僚が残し 

た一次史料から政策形成過程を明らかにするとい 

う視点，第 2 に社会史的な問題としての外国人の 

健康と居住に関する西ドイツ政府の政策と実態と 

を解明するという視点，第 3 に外国人労働者をド 

イツで生活する主体としてみるという視点である。 

この3 つの視点のうち，第 1 は第3 章と第4 章に， 

第 2 は第4 章と第5 章に活かされており，第 3 の 

視点は全編を通じて，特に第 1 章，第 2 章，第 5 
章に顕著に現れている。

第 3〜5 章は個別テーマに焦点をあてているが， 

第 1 章と第2 章は大局的見地から西ドイツへの国 

際労働力移動の全体構造を描いたものとして，ま 

た序章と終章は全体構造を示すための著者の立場 

が表明されているものとして位置づけることがで 

きる。事実，著者の研究プロセスはまず第3 章と 

第 4 章のもとになった諸論文のほとんどを発表し， 

その後に第1 章と第2 章の内容発表という順序で 

展開した。それゆえ，研究書としての本書の中心 

をなすのは第3 章である。これに1 0 8ページ，注
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記を加えれば約1 2 7ページと，本書の3 分の 1 を 

上回る紙数が配分されていることからも，それは 

明らかである。そこで第3 章の内容をやや詳しく， 

ついで他の諸章を手短に紹介したい。

第 3 章ではまず，イタリアとの労働力募集協定 

の前史が詳細に述べられている。1 9 5 5年 1 2 月に 

それが締結されたことはよく知られており，した 

がって西ドイツの外国人労働者導入政策の起点を 

この年に求めるのが一般的であるが，著者は外務 

省政治文書館の史料から，すでに1 9 5 1年 8 月にイ 

タリア大使館から西ドイツ連邦政府に対してルー 

ル地域へのイタリア人労働者導入の可能性に関す 

る打診があったこと，他方，同年に西ドイツ連邦 

議会の農業委員会から農繁期におけるイタリア人 

労働者導入の可能性を探る動きがあったことを明 

らかにしている。

上 の 1 9 5 1年の動きが直ちに1 9 5 5年の協定締 

結に結びついたというわけではない。労働市場政 

策に責任を持つ連邦労働省が外国人労働者の導入 

を検討し始めたのは1 9 5 3年になってからである 

ことが，コブレンツにある連邦文書館史料から解 

明されている。 しかし，連邦労働省だけの判断で 

このような政策が決定されうるわけではない。し 

たがって著者は，連邦経済省，連邦農林省，連邦 

職 安 （後の B u n d e sa n s ta lt fiir A rb e it) といった 

政府の各省庁のみならず， ドイツ工業連盟やドイ 

ツ労働総同盟の動きや見解も，一次資料をもとに 

検討している。その結論として，西ドイツとイタ 

リアとの協定はイタリア側からの求めによって締 

結されたこと，他方西ドイツの農林業分野での雇 

用主はそうした政治的動きが表に現れる以前から 

イタリア人労働者を安価な労働力として求めてい 

たこと，「独占資本」の利害を代弁するドイツ工業 

連盟も農林業より遅れてではあるがイタリア人労 

働者の導入を求めるようになったことが指摘され 

ている。 しかし，これは連邦政府では取り上げら 

れなかったこと，政府の中でイタリア人労働者導 

入のリ一ダーシップをとったのは連邦経済省であ 

ること，それは独伊間の経済関係全般と熟練工不

足への考慮に基づく判断であったことも明らかに 

している。

1 9 5 4年前後のドイツの労働市場の特徴は熟練 

エ不足と高い失業率だった。連邦労働省がイタリ 

ア人労働者の導入に慎重な姿勢を取ったのは後者 

のゆえである。著者は W irtsc h a ft u n d  S ta tis t ik  
という連邦統計庁から発行されている雑誌のバッ 

クナンバーに依拠して，1 9 5 4年夏でもそれが6 
% に近かったこと，1 9 5 5年 3 月には 8 % 弱に上 

昇していたことを示している。しかし，同年6 月 

には4 % を下回ったことにも言及し，当時の西ド 

イツ労働市場の客観的姿にも配慮を示しつつ，省 

庁によって労働市場の状況認識が異なっていたこ 

とを，一次資料に基づいて詳述している。

その背後にある実態は，産業別あるいは職業別 

に，そして地域別に西ドイツ労働市場がセグメン 

ト化されていることにある。著者はこれに十分配 

慮した分析を行い，戦後西ドイツ経済を牽引した 

産業ではなく，農業や採石業がイタリア人労働者 

を必要としていたことを明らかにしている。その 

分析の途上で，農業でのイタリア人労働者の賃金 

水準が決して低いものではないことも明らかにし 

ている。それゆえ著者は独占資本が外国人労働者 

の組織的導入を要請したのではない，と主張する。

さらに著者は，西ドイツとイタリアとの間の労 

働力募集協定が1 9 5 5年 1 2 月に締結される以前 

の同年7 月に仮署名されていたこと，その意味に 

関する連邦経済相と連邦労働省の認識の違いを浮 

き彫りにすると同時に，なぜ仮署名から本協定締 

結に至ることになったのか，そのプロセスの詳細 

を分析している。いうまでもなくその現実的背景 

は労働市場の変化である。しかし，単純に労働力 

不足を連邦労働省もまた認識するに至ったと結論 

するのではなく，国内からの労働力供給に限界が 

あることを認識したに過ぎないこと，イタリア人 

労働者への需要意欲が西ドイツの企業に強かった 

といえる証拠がないことを明らかにしている。

第 4 章では，労働力募集の2 国間協定において， 

西ドイツ政府が個々の労働者の健康状態を厳しく
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診断する政策を採用した理由を，イタリアとの協 

定とトルコとの協定の比較，および協定に基づか 

ずに来独する外国人労働者に対する健康診断政策 

との比較によって明らかにしている。その結論は， 

外国人労働者個々人の健康を配慮した政策ではな 

く，伝染病がドイツに蔓延することを防止するた 

めの政策だというものである。

第 5 章は，外国人労働者に対する居住政策の実 

態を，特 に 1 9 6 0年代前半に焦点をあてて明らか 

にするとともに，その政策意図と居住実態への効 

果とを明らかにしている。著者の目指すところは， 

外国人労働者とその家族が居住面で差別を受けて 

いることをリアルに示すことにあると考えられる。 

ただし，それは家族の呼び寄せに伴っての差別で 

はなく，そもそも家族の呼び寄せが許されるか否 

かに関してのトルコ人への差別，そして企業が用 

意する寄宿寮の質や，民間住宅市場で外国人労働者 

が入手できる住宅の質の劣悪さに焦点があてられ 

ている。その背景に， ドイツ人住民による外国人 

労働者に対する差別意識があると著者は主張する。

第 1 章と第2 章は，既述のように，西ドイツの 

外国人労働者政策に関する歴史的全体像を描いて 

いる。著者は，外国人労働者と西ドイツとの関係 

を4 つの局面に分けて，次のように捉える。第 1 
局面は1 9 5 5年から 1 9 7 3年までであり，農業も含 

めて西ドイツ企業の利害を背景としつつも，送出 

国の要請を受けた労働市場政策として外国人労働 

者への対応がなされた。第 2 局面は 1 9 7 3年から 

1 9 7 9年までであり，外国人労働者の新規入国を 

制限し，既に滞独している外国人労働者の帰国促 

進を図るとともに社会的統合も図るという政策が 

遂行された。第 3 局面は 1 9 7 9 ~ 8 0年であり，外 

国人労働者とその家族の本格的統合に舵を切った 

が， トルコ人への暴力問題が発生した時期でもあ 

る。第 4 局面は 1 9 8 1年から 1 9 9 0年までであり， 

西ドイツ国内の秩序維持のための外国人政策が展 

開された。つまり外国人の一部の統合を目指すと 

ともに，帰国奨励を強化し，かつ家族の入国制限 

が強化された。第 5 局面は 1 9 9 0年から 1 9 9 8年

までであり，旧社会主義諸国からの新しい移住の 

時期であるとともに，同化政策への重点移行の時 

期だった。

総じて，西ドイツ，そして東西ドイツ統合後の 

ドイツは，外国人労働者とその家族を他者化し， 

排斥する方向にあったと著者は主張する。それゆ 

え，外国人はドイツ社会による差別を受ける存在 

であり， ドイツにおける外国人問題とは，外国人 

自身の問題ではなく，マジヨリテイたるドイツ人 

の問題である。戦後西ドイツの外国人労働者の組 

織的導入は，法制度面でナチス期のドイツにおけ 

る強制外国人労働との歴史的連続性を持つが，抑 

圧 的 •強制的ではないという意味で不連続性もあ 

る。以上が，著者の描く，西ドイツおよび統合後 

のドイツにおける外国人労働者の歴史の全体像と 

いうことになる。

評者は歴史研究者ではなく，社会経済の地理的 

実態の解明に従事する者であるが，一次史料を重 

視する著者の研究姿勢に大いに学ぶとともに共感 

もする。したがって，その作法に則って執筆され 

た第3 章と第4 章での著者の分析と叙述はみごと 

であると思う。他方，第 5 章のテーマは評者自身 

が研究してきた問題でもあり，若干の疑問がある。 

また第1 章と第2 章に示されている著者の見解に 

は異論もある。以下，それらについて述べる。

著者が第5 章で論じている外国人労働者の住居 

は，彼らを雇用する企業が用意する寄宿寮と民間 

住宅市場で外国人が独自に調達する住宅である。 

この2 つの類型の住宅に着目するのは自然なこと 

であるが，実はその中間的な形態があることにも 

注意を払うべきである。特に著者がル一ル地域で 

生活する外国人労働者とその家族の事例を念頭に 

おいていると考えられるので，この点を指摘して 

おきたい。つまり，ルール地域には1 9 世紀末か 

ら 2 0 世紀初めにかけて炭鉱企業や鉄鋼企業が建 

設した家族向けの集合住宅が多数存在しており， 

一般にW erksw ohnung (社宅）と呼ばれている。 

評者が知る限り，その所有者は少なくとも第2 次
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世界大戦以降，生産企業そのものではなく，これ 

に資本の過半を所有される不動産企業となってい 

るのが一般的である。そうした住宅は，外国人労 

働者を雇用する生産企業が彼らのために独自に用 

意する家族向けの住宅にもなりえたし独身寮にも 

転用されえた。これは，外国人労働者が自らの力 

で探し賃貸契約する住宅ではないが，形式的には 

民間住宅市場で供給される住宅ということになる。

しかし，2 0 世紀初めまでに建設されたW erks
w ohnung の設備は 1960〜7 0 年代の西ドイツの 

生活水準からすれば不十分であるため空き家にな 

るケースが少なくなかった。 しかも資本の所有関 

係から，生産企業はその不動産企業に，自社で雇 

用する外国人の住宅として賃貸するよう影響力を 

発揮できた。実際，そのようにして外国人労働者 

とその家族が高い比率を占めるようになった集合 

住宅は，ルール地域の各所にある。著者が事例と 

して言及しているマンネスマン株式会社にとって 

も，デュースブルク市南部にそうした住宅団地が 

あ り （IL S，1992)，評者はそこを踏査したことが 

ある。

第 2 に，W e rk sw o h n u n gの改修のために公的資 

金が使われたり，不動産企業によって新築される 

住宅で公的資金が使われたりする場合には，いわ 

ゆる社会住宅として位置づけられ，所有者は民間 

企業や都市自治体の子会社の形態を取る公的企業 

等であるが，借家人は都市自治体の住宅局によっ 

て選別された低所得者（世帯人員数も考慮される） 

となるのがドイツの都市では一般的である。評者 

はミュンヘン市の社会住宅への外国人居住の実態 

を論じたことがあるが（山本，1994)，この種の 

住宅はルール地域にも数多く存在している。そう 

した住宅が永久に社会住宅であり続けるわけでは 

必ずしもないが，社会住宅は一定期間その都市に 

合法的に住んだことを条件に外国人にも割り当て 

られうる。そして新築高層の社会住宅には外国人 

が集中する傾向を持つ。

寄宿寮と民間住宅市場で供給される住宅の中間 

形態的な住宅の存在とそこでの外国人労働者とそ

の家族の居住実態を知れば，一般論として「ドイツ 

人住民自身が外国人家族との共生を拒否していた」 

( p .2 3 2 )と断定できるものではない，と評者は考 

える。もちろん，差別はあり，外国人が集中する 

街区から転居するドイツ人はいる。1 96 0年代末か 

ら 1 9 7 0年代前半にかけてドイツ人の中に借り手 

を見出せなくなった住宅所有者の中には，その住 

宅の低い質に見合わないほどに高い家賃を設定し 

て外国人労働者とその家族に貸した事例が， ドイ 

ツの各都市で見出されるはずである（山本，1991， 
1997)。評者が専攻する社会地理学の立場からす 

れば，そうした個別事例がどのようなナショナル 

な制度とローカルな文脈の中で，そしてグローバ 

ルな動向との絡み合いの中で，各種の主体間の相 

互作用の結果として発生したのかを問うべきであ 

る，と考える。特に居住という現象に関する研究 

では，このような視点が必要と思う。

著者の描く歴史的全体像にも疑問がある。著者 

はナチス時代との制度の連続性を強調するが，ドイ 

ツにおける外国人労働者雇用の歴史はもっと以前 

にさかのぼる。第二帝政時代に，ロシア領あるいは 

オーストリア領となった地域からポーランド人な 

どが出稼ぎ農業労働者としてプロイセンに流入し 

たからである。これをプロイセンはコントロール 

すべく L eg itim a tio n sk a rte  (身分証明書）制度を 

作った。これは労働許可と滞在許可の両機能を持 

つ (H erb e rt, 1986, S.37—3 9 )。この制度は，1950 
年代半ば以降の2 国間募集協定で来独する外国人 

労働者にも適用され，それゆえ西ドイツによる外 

国人労働者導入の原型をなす。また，イタリア人 

が 2 0世紀初め時点でルール地域を含むラインラン 

トとヴェストファーレンで9 万人以上働いていた 

ことも歴史的事実である（H e rb e rt, 1986, S .5 4 - 
5 5 )。歴史の全体像を描くためには， ドイツの産 

業化に伴って1 9 世紀末から顕在化していた外国 

人労働者の流入と存在形態とのつながりから考え 

るべきではなかろうか。その際に，戦後西ドイツ 

に流入した外国人を最も多く雇用したのは大企業 

だったという事実を軽視すべきでない。評者は電

—— 210 ( 778 ) ——



気機械大手企業のジーメンス社に雇用される外国 

人労働者数を，同社の営業報告書で確認したこと 

があるが，1 9 6 0年代末には同社の国内従業者数の 

7 % を超えるに至っていた（山本，1993, p .1 3 8)。 
ルール地域でもテュッセン社，マンネスマン社， 

クルップ社などの大企業が多くの外国人労働者を 

雇用したことは事実である。それゆえ，確かに西 

ドイッの外国人労働者導入の端緖は「独占資本」 

の要求によっていたわけではないとしても，その 

大きな流れを作ったのが大企業であるという仮説 

は否定されないのではなかろうか。

著者による戦後の局面区分の仕方も疑問であ 

る。 ドイッ政府の政策という観点からすればロー 

テ一シヨン政策からインテグレーシヨン政策への 

転換，家族の大量流入，庇護請求者や難民の大量流 

入，アウスズイートラーと呼ばれるドイツ系とみ 

なされた東欧諸国やソ連ないしロシアの国籍を先 

祖代々持っていた人々の大量流入，そして国籍法 

の改定などといった現象が局面区分のメルクマー 

ルになる。著者によるドイツでの外国人に関する 

概念解説（p p .2 2 - 23) では触れられていないが， 

au slan d ische M itb u rg e r (外国人同胞市民）とい 

うやや矛盾した用語が積極的に用いられた時期が 

あることも考慮に入れると，著者の局面区分とは 

異なる時期区分と， ドイッ社会と外国人定住者と 

の関係に関する著者の解釈とは異なる解釈が提出 

されうる。もちろん，時期区分は特定の年次で明 

暸にできるというものではなく，いわば移行期と 

して捉えざるをえない時期もあることになる。

第 1 章で著者が開陳する認識がいったいどのよ 

うな歴史的事実や地理的実態をもとに獲得された 

ものなのか，学術論文の体裁をとっていないので 

分からないが，概説書としての性格も本書にある 

がゆえに，第 3 章と第4 章の緻密さと比べて惜し 

いというのが，評者の読後感である。 ドイッ社会 

の理解のためには，国レベル，州レベル，コム一 

ネレベル，そして近隣社会レベルで発生する諸現 

象の差異に留意すべきというのが評者の考えであ 

る。 ドイツの公的機関やドイツ人が外国人住民を

差別する側面だけでなく，外国人ゲットー化した 

街区に光をあてれば苦渋に満ちたドイツ社会とい 

う側面と，その中であるべき社会の建設に向けて 

努力するドイツ人やその組織の存在も浮き彫りに 

なる（山本，1998a，1998b)。その意味で，コム一 

ネレベルと近隣社会レベルで発生した現象を異な 

る空間スケールでの差異と連関に留意しながら解 

明し，そこから国レベルの政策を逆照射すること 

を，今後の著者に期待したい。

山 本 健 兒

(九州大学経済学研究院教授)
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